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本件は、１項＝子供たちの命と健康を守り、成長と発達を保障するため、緊急に 20 人程

度で授業ができるように、教職員の増員と教室の確保を国の責任で行うこと。２項＝「20

人学級」を展望し、少人数学級を実現するために国は、公立義務教育諸学校の学級編制及

び教職員定数の標準に関する法律を改正し、教職員定数改善計画を策定すること。以上の

点について、国会及び関係行政庁に対し、意見書の提出方を要請されたものである。

本問題については、請願紹介議員から実情等について詳細な説明がなされた後、本件に

対する当局の考え方や対応状況等について伺ったところ、１項＝現在の学級編制に基づく

身体的距離の確保状況については、文部科学省が示した「学校の新しい生活様式」に基づ

き、教室内の座席は目安とされている１メートル間隔での配置に努めているが、児童生徒

数が多い学級など十分な間隔が取れない学校もあることから、各学校においては、近距離

で対面形式となる教育活動を行わないなどの工夫を行っているほか、全ての学校において、

新型コロナウイルス感染症の感染防止に向け、マスクの適切な着用や休み時間の手洗いな

どの基本的な取組を引き続き徹底している。

また、教室の増とそれに伴う教職員の増については、１学級 20 人を標準とした場合の市

立小・中学校の学級数を、令和２年５月１日現在で試算したところ、小学校は 1,098 から

682 増加し 1,780 に、中学校は 438 から 377 増加し 815 になることから、各学校の現況を

踏まえると、教室の確保は極めて困難であると考えている。

さらに、増加する教室数にあわせ同数程度の教員も必要になることから、教員免許のあ

る者を千人以上募集することとなり、その確保についても非常に難しい面があると考えて

いる。

２項＝各学校の学級編制については、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の

標準に関する法律で定められており、小・中学校の全学年の標準は１学級 40 人を上限とさ

れていたが、平成 23 年の改正により、小学校１年は 35 人、２年以上は 40 人とする学級編

制となり、その後、現在まで改正は行われていない。

また、本県では、18 年度以降、小学校低学年においてきめ細かな指導が行われるよう、

小学校１・２年において、１学級の標準を 30 人とする学級編制を実施しており、本市でも、

小学校１・２年は、基本的に１学級 30 人以下となっているが、小学校３年以上と中学校に

おいては、国の基準に基づき、１学級の標準を 40 人とする学級編制を行っている。

なお、本市としては、これまで全国都市教育長協議会等を通して、国に対し、少人数学



級等に対応した教職員定数の改善を要望してきているところであるとの説明がなされた。

委員会においては、本件の取扱いについて意見の開陳を願ったところ、「請願者は、コロ

ナ禍のもとで子供たちの命を守りたいとの思いから、20 人程度で授業ができる環境の確立

を求めているが、本市においても、教室内の座席の間隔を十分に取れない学校もあること

が明らかになったことから、国の責任により、新型コロナウイルス感染症から子供たちの

命を守る学習環境づくりを求めていく必要があること。また、20 人学級への展望について

は、少人数学級を来年度から前進させるために国が動き出しており、本請願を採択するこ

とは、国の動きを地方から後押しすることになると考えること。以上の理由から、本件に

ついては採択したい。」という意見、「１項については、コロナ禍での対応として一定理

解するが、本市の学校の現況を踏まえると、20 人程度で授業を行うためには、教室及び教

職員の確保等の課題に加え、当局の試算によると教員の増に伴う人件費として約 47 億７千

万円が必要になることも明らかになるなど、実施は極めて困難であると考えること。２項

については、現在、本県では１学級の標準を 30 人とする学級編制を小学校１・２年で実施

しているところであり、20 人学級の実現は、展望としても難しいのではないかと考えるこ

と。以上の理由から、本件については不採択としたい。」という意見、「全国から意見書

が提出されることで、20 人学級への展望が一歩前進するのではないかと考えることから、

本件については採択したい。」という意見、「１項については、20 人学級をすぐに実現す

ることは難しいが、本市においても、地域の感染レベルが３になれば、学級を分け、分散

登校による授業を行わないといけない状況になることが明らかになったことから、実施に

向けた国の対応を求める必要があると考えること。２項については、本市としても、きめ

細かな指導ができる少人数学級の実現のため、国に対し、全国都市教育長協議会等を通し

て教職員定数の改善を要望してきていることから、議会としても国に声を届ける必要があ

ると考えること。以上の理由から、本件については採択したい。」という意見が出され、

意見の一致を見るに至らず、採決の結果、不採択とすべきものと決定。


